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第 2 回 ＮＡＧＯＹＡおもいやり 
「NAGOYA おもいやりＳＡＮＴＡ ＷＡＬＫ＆ＪＡＺＺ ＦＥＳ！」 
 
 

●● 開催概要 ●● 
 

【開催目的】 
 

向学心に富む子どもたちが不測の事態にあい進学もままならぬ状況におちいった場合、その後も安心して 

教育が受けられるようにするため、本大会を実施して得られた資金を給付型育英資金とします。 

 

【開催内容】 
 

   あいち・なごやの中心街の栄一帯を、緑豊かな久屋大通公園を起点にサンタの格好をしてお散歩。 

  参加費は運営費を除いて基金として上記目的達成の為積立。 

  併催のＪＡＺＺ ＦＥＳ！『今日は一日ＪＡＺＺ三昧』においては久屋大通公園メインステージを使用し 

  学生を中心に多様なアーティストのステージを展開。 

 ＊ステージ出演者、運営ボランティアも参加費を払い、積立に協力しています。 

 

    開催日：平成 29年 12 月 2日（土） 10時～16時 

    場所 ：久屋大通公園 久屋広場（名古屋市中区栄） 

    参加費：大人 2,000円、高校生・大学生 1,000円・小学生・中学生 500円 

    参加者：一般（趣旨に賛同する人々） 

主催 ：特定非営利活動法人 ＮＡＧＯＹＡおもいやり実行委員会 

後援 ：中日新聞社 株式会社ＺＩＰ―ＦＭ 

協力 ：東海学園大学 愛知淑徳大学 日本学校ジャズ教育協会中部支部 

    

 

 【ＪＡＺＺ ＦＥＳ！『今日は一日 ＪＡＺＺ三昧 』 ステージセットリスト】 
   
 
名古屋小中学生ビッグバンド 「Little Hills Jazz Orchestra」 

                 平均年齢 12～3歳の少年・少女が迫力のステージを展開してくれました。 

 

名古屋高校生ビッグバンド 「Free Hills Jazz Orchestra」 
                 「名古屋のＳＷＩＮＧ ＧＩＲＬＳ」と呼ばれ全国でも注目を浴びています。 

カッコよくあったかいステージを展開してくれました。 

 

元気いっぱい中学生バンド「名古屋市立守山西中学校ジャズアンサンブル部」 
                   元気よく♪のびやかなステージを展開してくれました。 

 

                
     世界での演奏経験を持つ 「The Aus City Limits」 with  サンフェイスダンスクラブ 
                  とにかくカッコいい！本郷のライブハウス ARMADILLOで定期演奏をしています。 

                           演奏とともにサンフェイスダンスクラブがダンスを披露してくれました。 

  

医師で構成する大人のジャズバンド 「ドクターズバンド」 
                        艶のある演奏でいつまでも聴いていたいような大人のステージを展開してくれました。 
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【参加者募集チラシ＆大会プログラム】 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
【メディア(新聞)記事】 

  

 

 

 

 

 

 

  ＮＨｋ 
 ＮＨＫラジオ第１放送「夕刊ゴジらじ」出演 

 

 

 

【ラジオ配信】 
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【大会風景】      ― 第二回参加者総数約３４０名 ― 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                                 

            

           

 

 

 

   

 

２０１７ＮＡＧＯＹＡおもいやり実行委員会当日スタッフ集合写真  
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【協力・協賛・後援・寄付】 

以下の皆様には大変お世話になりました。厚く御礼申し上げます。 

ご氏名・掲載に当たりまして、ぶしつけながら敬称を略させていただきました。 

( 五十音順 ) 

ご協賛企業 近藤産興(株)、（株）大創産業、（株）ヤクルト東海 

        

ご後援 (株)中日新聞社、株式会社ＺＩＰ－ＦＭ 
 

ご寄付 板前塾、太田征樹、(株)きよめ餅総本家、 

近藤産興(株)、食の未来を考える市民会議 

白井康彦、遠山亜佐子、ニューヤング今村謙太 

福嶋ファミリー内科、(株)マルワ、矢守こどもクリニック 
 

ご協力 愛知淑徳大学   The Aus City Limits   サンフェイスダンスクラブ 
 東海学園大学  ドクターズバンド  
 名古屋市立守山西中学校ジャズアンサンブル 
Free Hills Jazz Orchestra   日本学校ジャズ教育協会中部支部 

     Little Hills Jazz Orchestra   連合愛知名古屋地域協議会 

    

                                                                                                             

 

 
 
【資料】       
    特定非営利活動法人 NAGOYAおもいやり実行委員会 

 
定 款 抜 粋 

第 1 章 総 則 
（名称） 第 1 条 本会は、特定非営利活動法人 NAGOYA おもいやり実行委員会という。 

    （事務所）第 2 条 本会は、主たる事務所を愛知県名古屋市天白区原五丁目 1805 番地に置く。 
 

第２章 目 的 及び事 業 
（目的） 

第 3 条 本会は、不測の事態におちいり安心して教育が受けられない子どもたちを支援する 
ため、多くの市民がおもいやりの心を形にできるようチャリティーに関わる事業を 
実施し、集まった参加費等から子どもの育成を目的とする助成を行うことで、将来 
を担う子どもたちが希望を持って自立して生きていけ、また「おもいやりの心」を 
育む社会をつくることを目的とする。 

（特定非営利活動の種類） 
第 4 条 本会は、第 3 条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

        （１） 社会教育の推進を図る活動 
（２） まちづくりの推進を図る活動 
（３） 観光の振興を図る活動 
（４） 子どもの健全育成を図る活動 

（事業） 
第 5 条 本会は、第 3 条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 

(１) 子ども支援事業 
(２) その他本会の目的を達成するために必要な事業 
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第３章 会 員 

（種別） 
第 6 条 本会の会員は次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。 

 
     （１） 正会員  本会の目的に賛同して入会した個人及び団体 

（２） 賛助会員 本会の目的に賛同し援助するために入会した個人及び団体 
（入会） 

第 7 条 会員の入会については、特に条件を定めない。 
        ２ 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書に必要 

事項記載の上、代表理事に申し込み、代表理事は正当な理由がない限りこれを 
認めなければならない。 

             ３ 代表理事は前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面を 
もって本人にその旨を通知しなければならない。 

    （会員の資格の喪失） 
       第 8 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 
          （１） 退会届けを提出したとき 

（２） 本人が死亡したとき、又は会員である団体が解散もしくは消滅したとき 
（３） 除名されたとき 

     （退会） 
       第 9 条 会員は代表理事が別に定める退会届を、代表理事に提出することで任意に退会するこ 

とができる。 
     （除名） 
       第 10 条 会員が次の各号の一に該当した場合は総会の議決により、これを除名することができ 

る。この場合はその会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 
         （１） この定款などに違反したとき。 

（２） 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 
 

定款は、以下第 4 章 役員及び職員、第 5 章 総会、第 6 章 理事会、第 7 章 資産及び会計、 
第 8 章 定款の変更、解散及び合併、第 9 章 公告の方法、第 10 章 雑則とつづきますが、本報 
告書では省略します。 
尚、定款は平成 28 年２月１３日の本会の設立総会において承認されました。 
 

                                                                  

【なごや育英会について】 

目的 
① 保護者が不測の事態におちいり、教育を受けられない子どもたちを支援するのが当会の給付型 

育英資金の目的です。 
    給付型育英資金とは、返還の義務が生じない教育費の支給を言います。 

② 義務教育が終了し年齢２５歳までの方であればどなたでも利用できます。 
③ 同一家族の方でも利用できます。 

 
育英金申請方法  

生活状況が困窮している家庭の保護者または対象者を扶養している保護者（後見人）が込み人 
になります。 
申込申請書およびその他の提出必要書類については別途ご案内します。 
給付決定通知書は登録された住所地の申込者宛てに文書にてご連絡します。 

 
なごや育英会評議会  

評議会は、私たち団体の内部機関です。当会が依頼した有識者に「委託する業務」を遂行して 
いただきます。 
当会が主催する各種イベントの参加費もしくは入場料などから、その実施経費を除いた剰余金 
および様々な寄付金を基金化して育英資金の財源とします。 

評議会に委託する業務とは､給付型育英資金の交付を希望する若者を審査決定する機関です｡ 
評議員は 8 名～10 名の方に委託し、当会の理事長および専務理事で構成されます。 

 
給付額と期間  

月額３万円、年間３６万円を上限とします。 
給付期間は、給付決定した年の４月から就学決定校を卒業するまでの期間とします。 
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【名 簿】 社員＆役員                      （五十音順） 

 
安 達 嘉 男      市 川 英 雄    岩 塚 英 二     江 尻 吉 彦 

太 田 征 樹    大 橋   桂      加賀美義雄      加 藤 義 行          

久 野  進     窪    節 男     黒 川 博 司     小 池  収 

小早川真衣子    後 藤 孝 明    近 藤 茂 樹        坂 川 典 夫      

柴 田 充 代    白 岩  修     新 戸 敏 彦     鈴 木 健 司           

鈴 木 富 晴        服 部 伸夫         檜 鼻 光 也        深 井 泰 三          

藤 谷  孝        古 澤 礼 太        松 井 公 子        松 本 イズミ 

山 田 利 麿        良  光 裕 

                                                   （2017 年 12月 1日現在）  

 

 
 

理  事   太 田 征 樹  （代  表） 

理  事   加 藤 義 行 

  理  事   藤 谷 孝      (専  務) 

        理事待遇   松本イズミ   （事務局長） 

               理事待遇   松 井 公 子   （経理担当） 

               理事待遇   小早川真衣子 （広報宣伝） 

監 査 役   久野 進 
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